
重
じゅう

　要
よう

　事
じ

　項
こう

　説
せつ

　明
めい

　書
しょ

１　居宅
きょたく

介護
かいご

サービスを提供
ていきょう

する事業者
じぎょうしゃ

について

　この「重要
じゅうよう

事項
じこう

説明書
せつめいしょ

」は、当
とう

事業所
じぎょうしょ

とサービス利用
りよう

契約
けいやく

の締結
ていけつ

を希望
きぼう

される方
かた

に

対
たい

して、当
とう

事業所
じぎょうしょ

の概要
がいよう

や提供
ていきょう

するサービスの内容
ないよう

、契約
けいやく

を締結
ていけつ

する前
まえ

に知
し

っておい

ていただきたいことを事業者
じぎょうしゃ

が説明
せつめい

するものです。

（１）事業所
じぎょうしょ

の所在地
しょざいち

２　ご利用者様
りようしゃさま

へのサービス提供
ていきょう

を担当
たんとう

する事業所
じぎょうしょ

について

居宅
きょたく

介護
かいご

事業所
じぎょうしょ

　ホームヘルプセンター　つむぎ

事業者
じぎょうしゃ

名称
めいしょう

代表
だいひょう

者
しゃ

氏名
しめい

所在地
しょざいち

（連絡先
れんらくさき

）

法人
ほうじん

設立
せつりつ

年月日
ねんがっぴ

社会
しゃかい

福祉
ふくし

法人
ほうじん

　剣淵町
けんぶちちょう

社会
しゃかい

福祉
ふくし

協議会
きょうぎかい

会
かい

　長
ちょう

　　田
た

　中
なか

　　茂
しげ

　一
いち

北海
ほっかい

道
どう

上川郡
かみかわぐん

剣淵町
けんぶちちょう

仲町
なかまち

２８番
ばん

１号
ごう

電話
でんわ

：０１６５-３４-３９２２　　FAX：０１６５-３４-３９８５

精神
せいしん

・身体
しんたい

・知的
ちてき

障
しょう

がい者
しゃ

居宅
きょたく

介護
かいご

　０１１３２０１０６５（平成
へいせい

３０年
ねん

１０月
がつ

１日
ひ

指定
してい

）

電話：０１６５-３４-３９２２　FAX：０１６５-３４-３９８５

サービス提供
ていきょう

責任者
せきにんしゃ

　　遠藤
えんどう

　　美穂
みほ

剣淵町
けんぶちちょう

全域
ぜんいき

昭和
しょうわ

６２年
ねん

７月
がつ

１２日
にち

事業所
じぎょうしょ

名称
めいしょう

サ ー ビ ス の

主
しゅ

た る 対 象 者
たいしょうしゃ

事業者
じぎょうしゃ

番号
ばんごう

連絡先
れんらくさき

相談
そうだん

担当者
たんとうしゃ

名
めい

事業所
じぎょうしょ

の通常
つうじょう

の

事業
じぎょう

実施
じっし

地域
ちいき



管 理 者
かん　　　　　　　　　り　　　　　　　　　しゃ

職

種

し

ょ

く

し

ゅ

事 業
じぎょう

の 目 的
もくてき

運 営
うんえい

方 針
ほうしん

営 業
えいぎょう

時 間
じかん

管

理

者

か

ん

り

し

ゃ

（４）事業所
じぎょうしょ

の職員
しょくいん

体制
たいせい

（３）事業所
じぎょうしょ

窓口
まどぐち

の営業日
えいぎょうび

及
およ

び営業
えいぎょう

時間
じかん

（２）事業
じぎょう

の目的
もくてき

及
およ

び運営
うんえい

方針
ほうしん

遠藤
えんどう

　美穂
みほ

職　　務
しょく　　　　　む

　　内　　容
ない　　　　　よう

利用者
りようしゃ

が可能
かのう

な限
かぎ

りその居宅
きょたく

において、その能力
のうりょく

に応
おう

じ自立
じりつ

し

た日常
にちじょう

生活
せいかつ

を営
いとな

めるよう、利用者
りようしゃ

の居宅
きょたく

等
とう

にサービス提供
ていきょう

者
しゃ

を

派遣
はけん

し、生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

において適切
てきせつ

な援助
えんじょ

の提供
ていきょう

を行
おこな

うことを目的
もくてき

とする。

利用者
りようしゃ

の特性
とくせい

を踏
ふ

まえ、その有
ゆう

する能力
のうりょく

に応
おう

じ自立
じりつ

した日常
にちじょう

生
せい

活
かつ

を営
いとな

むことができるよう、入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ及
およ

び食事
しょくじ

等
とう

の介助
かいじょ

、

調理
ちょうり

、洗濯
せんたく

及
およ

び清掃
せいそう

等
とう

の家事
かじ

、生活
せいかつ

等
とう

に関
かん

する相談
そうだん

及
およ

び助言
じょげん

並
なら

びに外出
がいしゅつ

時
じ

における移動
いどう

の介護
かいご

、その他
た

の援助
えんじょ

を行
おこな

う。

月曜日
げつようび

から金曜日
きんようび

まで

但
ただ

し、１２月
がつ

３０日
ひ

から翌年
よくとし

１月
がつ

４日
か

までを除
のぞ

く
営 業 日

えいぎょうび

常勤専従
じょうきんせんじゅう

　　１名

１　利用者
りようしゃ

が居宅
きょたく

において自立
じりつ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

または社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

むこ

とができるよう、利用者
りようしゃ

の身体
しんたい

その他
た

の状況及
じょうきょう およ

びそのおかれている環
かん

境
きょう

に応
おう

じて、障
しょう

がい福祉
ふくし

サービスが適切
てきせつ

に行
おこな

われるようアセスメント

を実施
じっし

し、援助
えんじょ

の目標
もくひょう

を達成
たっせい

するための手順
てじゅん

と所要
しょよう

時間
じかん

を明確
めいかく

にした

手順
てじゅん

書
しょ

を作成
さくせい

します。

２　利用者
りようしゃ

及
およ

びその同居
どうきょ

の家族
かぞく

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

の状況及
じょうきょう およ

び希望
きぼう

等
とう

を踏
ふ

まえて、具体的
ぐたいてき

なサービスの内容
ないよう

等
とう

を記載
きさい

した居宅
きょたく

介護
かいご

計画
けいかく

を作成
さくせい

し

ます。

３　利用者
りようしゃ

及
およ

びその同居
どうきょ

の家族
かぞく

に居宅
きょたく

介護
かいご

計画
けいかく

の内容
ないよう

を説明
せつめい

し、同意
どうい

を得
え

て交付
こうふ

します。

４　居宅
きょたく

介護
かいご

の実施
じっし

状況
じょうきょう

の把握
はあく

を行
おこな

い、必要
ひつよう

に応
おう

じて居宅
きょたく

介護
かいご

計画の

変更
へんこう

を行
おこな

います。

５　指定
してい

居宅
きょたく

介護
かいご

事業所
じぎょうしょ

に対
たい

する指定
してい

居宅
きょたく

介護
かいご

の利用
りよう

申
もう

し込
こ

みに係
かかわ

る

調整
ちょうせい

を行
おこな

います。

６　居宅
きょたく

介護
かいご

従事者
じゅうじしゃ

（以下
いか

「ヘルパー」という）等
とう

に対
たい

する技術
ぎじゅつ

指導
しどう

等
とう

のサービス内容
ないよう

の管理
かんり

を行
おこな

います。

７　ヘルパーに対
たい

して、具体的
ぐたいてき

な援助
えんじょ

目標
もくひょう

及
およ

び援助
えんじょ

内容
ないよう

を指示
しじ

すると

ともに　、利用者
りようしゃ

の状況
じょうきょう

についての情報
じょうほう

を伝達
でんたつ

します。

サ

ー

ビ

　

ス

提

供

て

い

き

ょ

う

責

任

者

せ

き

に

ん

し

ゃ

常勤兼務
じょうきんけんむ

　　１名

１　従業者及
じゅうぎょうしゃ　およ

び業務
ぎょうむ

の管理
かんり

を、一元的
いちげんてき

に行
おこな

います。

２　従業者
じゅうぎょうしゃ

に、法令
ほうれい

等
とう

の規定
きてい

を遵守
じゅんしゅ

させるために必要
ひつよう

な指揮
しき

命令
めいれい

を行
おこな

います。

午前
ごぜん

8時
じ

15分
ふん

から午後
ごご

5時
じ

までとする

但
ただ

し、電話
でんわ

等
とう

により２４時間
じかん

常時
じょうじ

連絡
れんらく

が可能
かのう

な体制
たいせい

とする。



（１）提供
ていきょう

するサービスの内容
ないよう

について

常勤
じょうきん

兼務
けんむ

　　２名

非常勤兼務
ひじょうきんけんむ

　　３名

１　居宅
きょたく

介護
かいご

計画
けいかく

に基
もと

づき、居宅
きょたく

介護
かいご

を提供
ていきょう

します。

２　サービス提供
ていきょう

後
ご

、サービスの提供
ていきょう

日
び

、内容
ないよう

、利用者
りようしゃ

の心身
しんしん

の状況
じょうきょう

等
とう

について、サービス提供
ていきょう

者
しゃ

に報告
ほうこく

を行
おこな

います。

ヘ

ル

パ

ー

３　提供
ていきょう

するサービスの内容
ないよう

と料金
りょうきん

及
およ

び利用者
りようしゃ

負担
ふたん

額
がく

について

常勤専従
じょうきんせんじゅう

　　１名

１　利用者
りようしゃ

が居宅
きょたく

において自立
じりつ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

または社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

むこ

とができるよう、利用者
りようしゃ

の身体
しんたい

その他
た

の状況及
じょうきょう およ

びそのおかれている環
かん

境
きょう

に応
おう

じて、障
しょう

がい福祉
ふくし

サービスが適切
てきせつ

に行
おこな

われるようアセスメント

を実施
じっし

し、援助
えんじょ

の目標
もくひょう

を達成
たっせい

するための手順
てじゅん

と所要
しょよう

時間
じかん

を明確
めいかく

にした

手順
てじゅん

書
しょ

を作成
さくせい

します。

２　利用者
りようしゃ

及
およ

びその同居
どうきょ

の家族
かぞく

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

の状況及
じょうきょう およ

び希望
きぼう

等
とう

を踏
ふ

まえて、具体的
ぐたいてき

なサービスの内容
ないよう

等
とう

を記載
きさい

した居宅
きょたく

介護
かいご

計画
けいかく

を作成
さくせい

し

ます。

３　利用者
りようしゃ

及
およ

びその同居
どうきょ

の家族
かぞく

に居宅
きょたく

介護
かいご

計画
けいかく

の内容
ないよう

を説明
せつめい

し、同意
どうい

を得
え

て交付
こうふ

します。

４　居宅
きょたく

介護
かいご

の実施
じっし

状況
じょうきょう

の把握
はあく

を行
おこな

い、必要
ひつよう

に応
おう

じて居宅
きょたく

介護
かいご

計画の

変更
へんこう

を行
おこな

います。

５　指定
してい

居宅
きょたく

介護
かいご

事業所
じぎょうしょ

に対
たい

する指定
してい

居宅
きょたく

介護
かいご

の利用
りよう

申
もう

し込
こ

みに係
かかわ

る

調整
ちょうせい

を行
おこな

います。

６　居宅
きょたく

介護
かいご

従事者
じゅうじしゃ

（以下
いか

「ヘルパー」という）等
とう

に対
たい

する技術
ぎじゅつ

指導
しどう

等
とう

のサービス内容
ないよう

の管理
かんり

を行
おこな

います。

７　ヘルパーに対
たい

して、具体的
ぐたいてき

な援助
えんじょ

目標
もくひょう

及
およ

び援助
えんじょ

内容
ないよう

を指示
しじ

すると

ともに　、利用者
りようしゃ

の状況
じょうきょう

についての情報
じょうほう

を伝達
でんたつ

します。

サ

ー

ビ

　

ス

提

供

て

い

き

ょ

う

責

任

者

せ

き

に

ん

し

ゃ



サービスの区分
くぶん

と種類
しゅるい

居宅
きょたく

介護
かいご

計画
けいかく

区
く

の作成
さくせい

家

事
か

じ

援

助

え

ん

じ

ょ

更衣
こうい

介助
かいじょ

身

体

し

ん

た

い

介 か

い

　

護 ご

買物
かいもの

調理
ちょうり

食事
しょくじ

介助
かいじょ

入浴
にゅうよく

介助
かいじょ

・清拭
せいしき

排
はい

せつ介助
かいじょ

掃除
そうじ

洗濯
せんたく

サービスの内容
ないよう

利用者
りようしゃ

の意向
いこう

や心身
しんしん

の状況等
じょうきょう とう

のアセスメントを行
おこな

い、援助
えんじょ

の目
もく

標
ひょう

に応
おう

じて具体的
ぐたいてき

なサービス内容
ないよう

を定
さだ

めた手順
てじゅん

書
しょ

を作成
さくせい

し、こ

の手順
てじゅん

書
しょ

をもとに居宅
きょたく

介護
かいご

計画
けいかく

を作成
さくせい

します。

利用者
りようしゃ

の衣類
いるい

等
とう

の洗濯
せんたく

を行
おこな

います。

通院
つういん

等
とう

又
また

は官公署
かんこうしょ

並
なら

びに指定
してい

相談
そうだん

支援
しえん

事業所
じぎょうしょ

への移動
いどう

（公的
こうてき

手
てつ

続
づ

き又
また

は障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスの利用
りよう

に係
かかわ

る相談
そうだん

のために利用
りよう

する

場合
ばあい

に限
かぎ

る）のための屋内
おくない

外
がい

における移動
いどう

等
とう

の介助
かいじょ

又
また

は通院
つういん

先
さき

での受診
じゅしん

の手続
てつづ

き、移動
いどう

等
とう

の介助
かいじょ

を行
おこな

います。

食事
しょくじ

の介助
かいじょ

を行
おこな

います。

入浴
にゅうよく

の介助
かいじょ

や清拭
せいしき

（身体
しんたい

を拭
ふ

く）、洗髪
せんぱつ

などを行
おこな

います。

排
はい

せつの介助
かいじょ

、おむつ交換
こうかん

を行
おこな

います。

衣服
いふく

の着脱
ちゃくだつ

の介助
かいじょ

を行
おこな

います。

利用者
りようしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な物品
ぶっぴん

の買
か

い物
もの

を行
おこな

います。

預貯金
よちょきん

の引
ひ

き出
だ

しや預
あず

け入
い

れは行
おこな

いません。

利用者
りようしゃ

の食事
しょくじ

の用意
ようい

を行
おこな

います。

通院
つういん

等
とう

介助
かいじょ

通院
つういん

等
とう

乗降
じょうこう

介助
かいじょ

（２）ヘルパーの禁止
きんし

行為
こうい

　ヘルパーはサービスの提供
ていきょう

にあたって次
つぎ

の行為
こうい

は行
おこな

いません。

　①医療
いりょう

行為
こうい

通院
つういん

等
とう

のため、ヘルパー自
みずか

らの運転
うんてん

する車両
しゃりょう

への乗車
じょうしゃ

又
また

は降車
こうしゃ

の介助
かいじょ

と併
あわ

せて、乗車
じょうしゃ

前
まえ

若
も

しくは降車
こうしゃ

後
ご

の屋内
おくない

外
がい

における移動
いどう

等
とう

の介助
かいじょ

又
また

は通院
つういん

先
さき

での受診
じゅしん

の手続
てつづ

き、移動
いどう

等
とう

の介助
かいじょ

を行
おこな

いま

す。

利用者
りようしゃ

の居室
きょしつ

の掃除
そうじ

や整理
せいり

整頓
せいとん

を行
おこな

います。



指定
してい

障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス等
とう

費用
ひよう

基準
きじゅん

額
がく

から当該
とうがい

障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス等
とう

につき支給
しきゅう

された介護
かいご

給
きゅ

付
うふ

費
ひ

の額
がく

を控除
こうじょ

して得
え

た額
がく

。

但
ただ

し、利用者
りようしゃ

の身体的
しんたいてき

理由
りゆう

、粗暴
そぼう

行為
こうい

、迷惑
めいわく

行為
こうい

、器物
きぶつ

破損
はそん

行為
こうい

等
とう

により１人
り

のヘルパー

による支援
しえん

が困難
こんなん

と認
みと

められた場合
ばあい

であって、同時
どうじ

に２人
り

のヘルパーによってサービスを

提供
ていきょう

した場合
ばあい

は、二人
ふたり

分
ぶん

の料金
りょうきん

をいただきます。

　⑥利用者
りようしゃ

の居宅
きょたく

での飲酒
いんしゅ

、喫煙
きつえん

、飲食
いんしょく

　　提供
ていきょう

するサービスについて、厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

の告示
こくじ

の単価
たんか

による利用料
りようりょう

が発生
はっせい

します。

　利用者
りようしゃ

負担
ふたん

は現在
げんざい

、サービス料
りょう

と所得
しょとく

に着目
ちゃくもく

した負担
ふたん

の仕組
しく

み（１割
わり

の定率
ていりつ

負担
ふたん

と所

　得に応
おう

じた負担
ふたん

上限
じょうげん

月額
げつがく

の設定
せってい

）となっています。

　定率
ていりつ

負担
ふたん

、実費
じっぴ

負担
ふたん

それぞれに、低所得
ていしょとく

の方
かた

に配慮
はいりょ

した軽減
けいげん

策
さく

が講
こう

じられています。

※障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスの定率
ていりつ

負担
ふたん

は、所得
しょとく

に応
おう

じて負担
ふたん

上限
じょうげん

額
がく

が設定
せってい

され、ひと月
つき

に利用
りよう

　したサービス量
りょう

にかかわらず、それ以上
いじょう

の負担
ふたん

は生
しょう

じません。（負担
ふたん

上限
じょうげん

月額
げつがく

に関
かん

す

　る詳細
しょうさい

は、市町村
しちょうそん

窓口
まどぐち

までお問
と

い合
あ

わせください。

お支払
しはら

いいただく利用料
りようりょう

は次
つぎ

の通
とお

りです。

　⑦身体
しんたい

拘束
こうそく

その他
た

利用者
りようしゃ

の行動
こうどう

を制限
せいげん

する行為
こうい

　（利用者
りようしゃ

または第三者
だいさんしゃ

等
とう

の生命
せいめい

や身体
しんたい

を保護
ほご

するため緊急
きんきゅう

やむを得
え

ない場合
ばあい

を除
のぞ

く）

（３）提供
ていきょう

するサービスの料金
りょうきん

とその利用者
りようしゃ

負担
ふたん

額
がく

について

（１）介護
かいご

給付
きゅうふ

費
ひ

支給
しきゅう

対象
たいしょう

サービス利用
りよう

料金
りょうきん

　⑧その他
た

利用者
りようしゃ

又
また

は家族
かぞく

に対
たい

して行
おこな

う宗教
しゅうきょう

活動
かつどう

、政治
せいじ

活動
かつどう

、営利
えいり

活動
かつどう

、その他
た

迷惑
めいわく

行
こう

　　為
ため

　②利用者
りようしゃ

又
また

は家族
かぞく

の金銭
きんせん

、預貯金
よちょきん

通帳
つうちょう

、証書
しょうしょ

、書類
しょるい

などの預
あず

かり

　③利用者
りようしゃ

又
また

は家族
かぞく

からの金銭
きんせん

、物品
ぶっぴん

、飲食
いんしょく

の授受
じゅじゅ

　④利用者
りようしゃ

の同居
どうきょ

家族
かぞく

に対
たい

するサービス

　⑤利用者
りようしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

の範囲
はんい

を超
こ

えたサービス（大掃除
おおそうじ

、庭
にわ

掃除
そうじ

など）



１時間
じかん

３０分以上
ぷんいじょう

２時間
じかん

未満
みまん

４０２円

５８４円

６６７円

７５０円

２，５４０円

４，０２０円

５，８４０円

６，６７０円

７，５００円

８，３３０円

９，１６０円
１６０えん

に３

０分
ぷん

増
ま

すごとに８

３０円
えん

加算
かさん

２５４円

２時間以上
じかんいじょう

２時間
じかん

３０分
ぷん

未満
みまん

身

体

し

ん

た

い

介

護

か

い

ご

２時間
じかん

３０以上
いじょう

３時間
じかん

未満
みまん

３時間以上
じかんいじょう

所得
しょとく

割
わり

１６万円
まんえん

以上
いじょう

市町村
しちょうそん

民
みん

税
ぜい

課税
かぜい

世帯
せたい

◆利用料
りようりょう

の目安
めやす

は、次表
じひょう

の通
とお

りです。【料金
りょうきん

例
れい

】

サービスの種類
しゅるい

時間
じかん

等
とう

利用料
りようりょう

自己
じこ

負担
ふたん

額
がく

３０分
ぷん

未満
みまん

３０分以上
ぷんいじょう

１時間
じかん

未満
みまん

１時間
じかん

以上
いじょう

１時間
じかん

３０分
ぷん

未満
みまん

８３３円

９１６円
えん

に３０分
ぷん

増
ま

すごとに８３円
えん

加算
かさん

所得
しょとく

区分
くぶん

生活
せいかつ

保護
ほご

月額
げつがく

負担
ふたん

上限
じょうげん

額
がく

低所得
ていしょとく

１

低所得
ていしょとく

２

一

般

い

っ

ぱ

ん

所得
しょとく

割
わり

１６万円
まんえん

未満
みまん

０円

０円

０円

生活
せいかつ

保護
ほご

受給
じゅきゅう

世帯
せたい

９，３００円

３７，２００円

市町村
しちょうそん

民
みん

税
ぜい

非課税
ひかぜい

世帯
せたい

で、障
しょう

がい者
しゃ

本
ほん

人
にん

の収入
しゅうにゅう

が年収
ねんしゅう

８０万円
まんえん

（障
しょう

がい基礎
きそ

年金
ねんきん

２級
きゅう

相当
そうとう

額
がく

）以下
いか

の方
かた

低所得
ていしょとく

１以外
いがい

の市町村
しちょうそん

民
みん

税
ぜい

他
ほか

税
ぜい

世帯
せたい

の

方
かた

世帯
せたい

の収入
しゅうにゅう

状況
じょうきょう

■障
しょう

がい者
しゃ

の利用者
りようしゃ

負担
ふたん



９１６円
えん

に３０分
ぷん

増
ま

すごとに８３円
えん

加算
かさん

３０分
ぷん

未満
みまん

１，０４０円 ６６７円

２７３円

１時間
じかん

３０分以上
ぷんいじょう

３４３円
えん

に３０分
ぷん

増
ま

すごとに７０円
えん

加算
かさん

通

院

等

介

助

（

身

体

介

護

を

伴

わ

な

い

）
１時間

じかん

３０分以上
ぷんいじょう

３０分以上
ぷんいじょう

１時間
じかん

未満
みまん

１，９５０円 ７５０円

１時間以上
じかんいじょう

１時間
じかん

３０分
ぷん

未満
みまん

２，７３０円

９，１６０円
１６０えん

に３

０分
ぷん

増
ま

すごとに８

３０円
えん

加算
かさん

家

事
か

じ

援

助

え

ん

じ

ょ

１時間
じかん

以上
いじょう

１時間
じかん

１５分
ふん

未満
みまん

２，３６０円

３０分
ぷん

未満
みまん

１，０４０円

身

体

し

ん

た

い

介

護

か

い

ご

８３３円

３，４３０円
えん

に３

０分
ぷん

増
ま

すごとに７

００円
えん

加算
かさん

３，０８０円
えん

に３

０分
ぷん

増
ま

すごとに３

５０円
えん

加算
かさん

３０８円
えん

に３０分
ぷん

増
ま

すごとに３５円
えん

加算
かさん

３時間以上
じかんいじょう

９１６円
えん

に３０分
ぷん

増
ま

すごとに８３円
えん

加算
かさん

２３６円

１時間以上
じかんいじょう

１時間
じかん

３０分
ぷん

未満
みまん

２，７３０円

１０４円

３０分以上
ぷんいじょう

４５分
ふん

未満
みまん

１，５１０円 １５１円

４５分
ふん

以上
いじょう

１時間
じかん

未満
みまん

１，９５０円 １９５円

６６７円

８３３円

７，５００円 ７５０円

２５４円

４，０２０円 ４０２円

５，８４０円 ５８４円

６，６７０円

３０分
ぷん

未満
みまん

３０分以上
ぷんいじょう

１時間
じかん

未満
みまん

１時間以上
じかんいじょう

１時間
じかん

３０分
ぷん

未満
みまん

１時間
じかん

３０夫
お

分以上
ぷんいじょう

２時間
じかん

未満
みまん

２時間以上
じかんいじょう

２時間
じかん

３０分
ぷん

未満
みまん

２時間
じかん

３０分以上
ぷんいじょう

３時間
じかん

未満
みまん

３時間以上
じかんいじょう

３０分
ぷん

増
ま

すごとに加算
かさん

２，５４０円

８，３３０円

９，１６０円
１６０えん

に３

０分
ぷん

増
ま

すごとに８

３０円
えん

加算
かさん

通

院

等

介

助

（

身

体

介

護

を

伴

う

）



３４３円
えん

に３０分
ぷん

増
ま

すごとに７０円
えん

加算
かさん

通

院

等

介

助

（

身

体

介

護

を

伴

わ

な

い

）
１時間

じかん

３０分以上
ぷんいじょう

３，４３０円
えん

に３

０分
ぷん

増
ま

すごとに７

００円
えん

加算
かさん

午前
ごぜん

６時
じ

から

　　　～午前
ごぜん

８時
じ

早朝
そうちょう

夜間
やかん

午後
ごご

６時
じ

　　～午後
ごご

１０時
じ

午後
ごご

１０時
じ

　　　～午前
ごぜん

６時
じ時

じ

　　間
かん

　　帯
たい

深夜
しんや

◆新規
しんき

に居宅
きょたく

介護
かいご

計画
けいかく

等
とう

を作成
さくせい

した利用者
りようしゃ

に対
たい

して、サービス提供
ていきょう

者
しゃ

が初回
しょかい

の居宅
きょたく

介護
かいご

を

行
おこな

った場合
ばあい

、又
また

は従業者
じゅうぎょうしゃ

に同行
どうこう

した場合
ばあい

に加算
かさん

されます。

内容
ないよう

利用料
りようりょう

利用者
りようしゃ

負担
ふたん

◆居宅
きょたく

介護
かいご

計画
けいかく

等
とう

に位置付
いちづ

けられていない居宅
きょたく

介護
かいご

を利用者
りようしゃ

又
また

はその家族
かぞく

からの要請
ようせい

を受
う

けてから２４時間
じかん

以内
いない

に行
おこな

った場合
ばあい

に加算
かさん

されます。

内容
ないよう

利用料
りようりょう

◆サービスの提供
ていきょう

時間帯
じかんたい

により料金
りょうきん

が加算
かさん

されます。

提供
ていきょう

時間帯
じかんたい

名
めい

利用者
りようしゃ

負担
ふたん

初回
しょかい

加算
かさん

２，０００円 ２００円 １月
つき

あたり

※サービス提供
ていきょう

時間
じかん

数
すう

は、実際
じっさい

にサービスに要
よう

した時間
じかん

ではなく、居宅
きょたく

介護
かいご

計画
けいかく

等
とう

に位
い

置
ち

付
つ

けられた時間
じかん

数
すう

によるものとします。なお、計画
けいかく

時間数
じかんすう

と実際
じっさい

にサービス提供
ていきょう

に要
よう

した

時間
じかん

が大幅
おおはば

に異
こと

なる場合
ばあい

は、居宅
きょたく

介護
かいご

計画
けいかく

等
とう

の見直
みなお

しを行
おこな

います。

※やむを得
え

ない事情
じじょう

で、かつ利用者
りようしゃ

の同意
どうい

のもと、従業者
じゅうぎょうしゃ

２人
り

で訪問
ほうもん

した場合
ばあい

の費用
ひよう

は２

人
り

分
ぶん

となり、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

額
がく

も２倍
ばい

になります。

※介護
かいご

給付
きゅうふ

費
ひ

等
とう

について事業者
じぎょうしゃ

が代理
だいり

受領
じゅりょう

を行
おこな

わない（利用者
りようしゃ

が償還
しょうかん

払
ばら

いを希望
きぼう

する）場
ばあ

合
い

は、介護
かいご

給付
きゅうふ

費
ひ

等
とう

の全額
ぜんがく

をいったんお支払
しはら

いいただきます。この場合
ばあい

、「サービス提供
ていきょう

証明書
しょうめいしょ

」交付
こうふ

しますので、「領収書
りょうしゅうしょ

」を添
そ

えてお住
す

まいの市町村
しちょうそん

に介護
かいご

給付
きゅうふ

費
ひ

の支給
しきゅう

（利
りよ

用者
うしゃ

負担
ふたん

分
ぶん

を除
のぞ

く）を申請
しんせい

してください。

加
か

　算
さん

２５％増
ま

し ２５％増
ま

し ５０％増
ま

し

１，０００円 １００円
        １回

かい

につき

　（１月
つき

２回
かい

まで）
緊急時

きんきゅうじ

対応
たいおう

加算
かさん



キャンセル料
りょう

　サービスの利用
りよう

をキャンセルする場合
ばあい

、キャンセルの連絡
れんらく

をいただ

いた時間
じかん

に応
おう

じて、下記
かき

によりキャンセル料
りょう

を請求
せいきゅう

させていただきま

す。

前日
ぜんじつ

までのご連絡
れんらく

の場合
ばあい

当日
とうじつ

のご連絡
れんらく

の場合
ばあい

キャンセル料
りょう

は不要
ふよう

です

一回
いっかい

につき一律
いちりつ

１．０００円
えん

請求
せいきゅう

します。

※介護
かいご

給付
きゅうふ

費
ひ

等
とう

について事業者
じぎょうしゃ

が代理
だいり

受領
じゅりょう

を行
おこな

わない（利用者
りようしゃ

が償還
しょうかん

払
ばら

いを希望
きぼう

する）場
ばあ

合
い

は、介護
かいご

給付
きゅうふ

費
ひ

等
とう

の全額
ぜんがく

をいったんお支払
しはら

いいただきます。この場合
ばあい

、「サービス提供
ていきょう

証明書
しょうめいしょ

」交付
こうふ

しますので、「領収書
りょうしゅうしょ

」を添
そ

えてお住
す

まいの市町村
しちょうそん

に介護
かいご

給付
きゅうふ

費
ひ

の支給
しきゅう

（利
りよ

用者
うしゃ

負担
ふたん

分
ぶん

を除
のぞ

く）を申請
しんせい

してください。

※利用者
りようしゃ

の体調
たいちょう

等
とう

の理由
りゆう

で居宅
きょたく

介護
かいご

計画
けいかく

に予定
よてい

されていたサービスが実施
じっし

できない場合
ばあい

、

利用者
りようしゃ

の同意
どうい

を得
え

てサービス内容
ないよう

を変更
へんこう

することができます。この場合
ばあい

、事業者
じぎょうしゃ

は変更
へんこう

後
ご

のサービス内容
ないよう

と時間
じかん

により利用
りよう

料金
りょうきん

を請求
せいきゅう

いたします。

※事業者
じぎょうしゃ

もしくは契約者
けいやくしゃ

およびその同居
どうきょ

家族
かぞく

が、感染症
かんせんしょう

等
など

の体調
たいちょう

不良
ふりょう

が見
み

られた場合
ばあい

に

は、サービスを一時
いちじ

中止
ちゅうし

もしくは延期
えんき

等
など

の対応
たいおう

をさせて頂
いただ

く場合
ばあい

があります。

（２）介護
かいご

給付
きゅうふ

費
ひ

支給
しきゅう

対象
たいしょう

外
がい

サービス利用
りよう

料金
りょうきん

※「通院
つういん

介助
かいじょ

（身体
しんたい

介護
かいご

を伴
ともな

う場合
ばあい

）」の前後
ぜんご

において、居宅
きょたく

における外出
がいしゅつ

に直接
ちょくせつ

関係
かんけい

し

ない身体
しんたい

介護
かいご

（例
れい

：入浴
にゅうよく

介助
かいじょ

、食事
しょくじ

介助
かいじょ

など）を３０分
ぷん

～１時間以上
じかんいじょう

を要
よう

しかつ当該身体
しんたい

介護
かいご

が中心
ちゅうしん

である場合
ばあい

には、通算
つうさん

して「身体
しんたい

介護
かいご

」を請求
せいきゅう

します。

交通費
こうつうひ

　通常
つうじょう

の事業
じぎょう

の実施
じっし

地域
ちいき

以外
いがい

の地域
ちいき

にお住
す

まいの方
かた

で、当
とう

事業所
じぎょうしょ

の

サービスを利用
りよう

される場合
ばあい

は、サービスの利用
りよう

に際
さい

し、要
よう

した交通費
こうつうひ

の実費
じっぴ

をいただきます。

以下
いか

のサービスは利用
りよう

料金
りょうきん

の全額
ぜんがく

がご利用者
りようしゃ

の負担
ふたん

となります。

〇通常
つうじょう

のサービスに含
ふく

まれない利用者
りようしゃ

が希望
きぼう

する特別
とくべつ

なサービスについては実費
じっぴ

をいただ

きます。

４　利用
りよう

料金
りょうきん

のお支払
しはらい

方法
ほうほう



前記
ぜんき

（１）、（２）の料金
りょうきん

・費用
ひよう

などは、１か月
げつ

ごとに計算
けいさん

し、請求
せいきゅう

いたしますので、翌
よく

月
つき

１０日
か

までに以下
いか

のいずれかのご契約
けいやく

されている口座
こうざ

より引
ひ

き落
お

としされます。（１か

月
げつ

に満
み

たない期間
きかん

に関
かん

する利用
りよう

料金
りょうきん

は、その月
つき

の暦
れき

日数
にっすう

を基
もと

にして、利用
りよう

開始
かいし

日
び

から、又
また

は利用
りよう

終了日
しゅうりょうび

までの日数
にっすう

の割合
わりあい

で計算
けいさん

した金額
きんがく

とします。）

　ア．下記指定口座への振込み

　　　北星
ほくせい

信用
しんよう

金庫
きんこ

剣淵
けんぶち

支店
してん

　普通
ふつう

預金
よきん

　０００５５０８

　　　（口座
こうざ

名義
めいぎ

）社会
しゃかい

福祉
ふくし

法人
ほうじん

　剣淵町
けんぶちちょう

社会
しゃかい

福祉
ふくし

協議会
きょうぎかい

　　　　　　　　　会長
かいちょう

　田中
たなか

　茂一
しげいち

　　　ゆうちょ銀行
ぎんこう

剣淵
けんぶち

支店
してん

　普通
ふつう

預金
よきん

　19020　６０１０３５９１

　　　（口座
こうざ

名義
めいぎ

）社会
しゃかい

福祉
ふくし

法人
ほうじん

　剣淵町
けんぶちちょう

社会
しゃかい

福祉
ふくし

協議会
きょうぎかい

　　　　　　　　　会長
かいちょう

　田中
たなか

　茂一
しげいち

５　サービスの提供
ていきょう

に当
あ

たっての留意
りゅうい

事項
じこう

（１）市町村
しちょうそん

の支給
しきゅう

決定
けってい

内容
ないよう

等
とう

の確認
かくにん

　　　サービスの提供
ていきょう

に先立
さきだ

って、受給者
じゅきゅうしゃ

証
しょう

に記載
きさい

された支給
しきゅう

量
りょう

、支給
しきゅう

内容
ないよう

、利用者
りようしゃ

負
ふ

担
かつ

上限
じょうげん

月額
げつがく

を確認
かくにん

させていただきます。受給者
じゅきゅうしゃ

証
しょう

の住所
じゅうしょ

、支給
しきゅう

量
りょう

などに変更
へんこう

があった場
ばあ

合
い

には速
すみ

やかに事業者
じぎょうしゃ

にお知
し

らせください。

（２）居宅
きょたく

介護
かいご

計画
けいかく

の作成
さくせい

　　　確認
かくにん

した支給
しきゅう

決定
けってい

内容
ないよう

に沿
そ

って、利用者
りようしゃ

及
およ

び家族
かぞく

の意向
いこう

に配慮
はいりょ

しながら「居宅
きょたく

介
かい

護
まもる

計画
けいかく

」を作成
さくせい

します。作成
さくせい

した「居宅
きょたく

介護
かいご

計画
けいかく

」については、案
あん

の段階
だんかい

で利用者
りようしゃ

又
また

は家族
かぞく

に内容
ないよう

を説明
せつめい

し、利用者
りようしゃ

の同意
どうい

を得
え

たうえで成案
せいあん

としますので、ご確認
かくにん

い

ただくよう願
ねが

いいたします。サービスの提供
ていきょう

は「居宅
きょたく

介護
かいご

計画
けいかく

」に基
もと

づいて行
おこな

います。実
じっ

施
し

に関
かん

する指示
しじ

や命令はすべ
じぎょうしゃ

て事
おこな

業者が行います
じっさい

が、実
ていきょう

際の提供にあたっては
りようしゃ

、
とう

利用者
ほうもん

等
じいこう

の訪問時
ほうもんじ

の状況
じょうきょう

や意向
いこう

に十分
じゅうぶん

な配慮
はいりょ

を行
おこな

います。



・窓口
まどぐち

担当者
たんとうしゃ

　　大佐古
おおさこ

　明義
あきよし

・電話
でんわ

番号
ばんごう

　　　０１６５-３４-３９２２

・FAX番号
ばんごう

　　　 ０１６５-３４-３９８５

・窓口
まどぐち

担当者
たんとうしゃ

　　健康
けんこう

福祉
ふくし

課
か

介護
かいご

福祉
ふくし

グループ

・電話
でんわ

番号
ばんごう

　　　０１６５-３４-３９５５

・FAX番号
ばんごう

　　　 ０１６５-３４-３９８５

（４）担当
たんとう

ヘルパーの決定
けってい

等
とう

　　　サービス提供
ていきょう

時
じ

にあたっては複数
ふくすう

のヘルパーが交代
こうたい

してサービスを提供
ていきょう

いたしま

す。利用者
りようしゃ

から特定
とくてい

のヘルパーを指名
しめい

することはできませんが、ヘルパーについて

　　お気
き

づきの点
てん

やご要望
ようぼう

がありましたら、当
とう

事業所
じぎょうしょ

に遠慮
えんりょ

なくご相談
そうだん

ください。

（５）サービスの実施
じっし

のために必要
ひつよう

な備品
びひん

等
とう

の使用
しよう

　　　サービス実施
じっし

のために必要
ひつよう

な備品
びひん

（水道
すいどう

、ガス、電気
でんき

を含
ふく

む）は無償
むしょう

で使用
しよう

してい

ただきます。また、ヘルパーが事業所
じぎょうしょ

に連絡
れんらく

する場合
ばあい

の電話
でんわ

を使用
しよう

させていただ

く場合
ばあい

もあります。

６　虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

について

　事業者
じぎょうしゃ

は、利用者
りようしゃ

等
とう

の人権
じんけん

の擁護
ようご

・虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

等
とう

のため責任者
せきにんしゃ

を選定
せんてい

する等
とう

必要
ひつよう

な体制
たいせい

の整備
せいび

を行
おこな

うとともに、ヘルパーに対
たい

して虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

を啓発
けいはつ

・普及
ふきゅう

のために研修
けんしゅう

を実施
じっし

する

などの措置
そち

を講
こう

ずるものとします。

当
とう

事業所
じぎょうしょ

相談
そうだん

窓口
まどぐち

剣淵町
けんぶちちょう

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

センター

（３）居宅
きょたく

介護
かいご

計画
けいかく

の変更
へんこう

等
とう

　　　「居宅
きょたく

介護
かいご

計画
けいかく

」は、利用者
りようしゃ

等
とう

の心身
しんしん

の状況
じょうきょう

や意向
いこう

などの変化
へんか

により、必要
ひつよう

に応
おう

じ

て変更
へんこう

することができます。

また、サービスの利用
りよう

の変更
へんこう

・追加
ついか

はヘルパーの稼働
かどう

状況
じょうきょう

により利用者
りようしゃ

の希望
きぼう

する時間
じかん

に

サービスの提供
ていきょう

ができないことがあります。その場合
ばあい

は、他
た

の利用
りよう

可能
かのう

日

　　時を利用者
りようしゃ

に提示
ていじ

するほか、他事業所
たじぎょうしょ

を紹介
しょうかい

するなど必要
ひつよう

な調整
ちょうせい

をいたします。

（２）居宅
きょたく

介護
かいご

計画
けいかく

の作成
さくせい

　　　確認
かくにん

した支給
しきゅう

決定
けってい

内容
ないよう

に沿
そ

って、利用者
りようしゃ

及
およ

び家族
かぞく

の意向
いこう

に配慮
はいりょ

しながら「居宅
きょたく

介
かい

護
まもる

計画
けいかく

」を作成
さくせい

します。作成
さくせい

した「居宅
きょたく

介護
かいご

計画
けいかく

」については、案
あん

の段階
だんかい

で利用者
りようしゃ

又
また

は家族
かぞく

に内容
ないよう

を説明
せつめい

し、利用者
りようしゃ

の同意
どうい

を得
え

たうえで成案
せいあん

としますので、ご確認
かくにん

い

ただくよう願
ねが

いいたします。サービスの提供
ていきょう

は「居宅
きょたく

介護
かいご

計画
けいかく

」に基
もと

づいて行
おこな

います。実
じっ

施
し

に関
かん

する指示
しじ

や命令はすべ
じぎょうしゃ

て事
おこな

業者が行います
じっさい

が、実
ていきょう

際の提供にあたっては
りようしゃ

、
とう

利用者
ほうもん

等
じいこう

の訪問時
ほうもんじ

の状況
じょうきょう

や意向
いこう

に十分
じゅうぶん

な配慮
はいりょ

を行
おこな

います。



北海道
ほっかいどう

障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

擁護
ようご

センター

・窓口
まどぐち

担当者
たんとうしゃ

　　健康
けんこう

福祉
ふくし

課
か

介護
かいご

福祉
ふくし

グループ

・電話
でんわ

番号
ばんごう

　　　０１６５-３４-３９５５

・FAX番号
ばんごう

　　　 ０１６５-３４-３９８５

剣淵町
けんぶちちょう

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

センター

①利用者
りようしゃ

及
およ

びその家族
かぞく

に対
たい

する秘
ひみ

密
つ

の保持
ほじ

に

ついて

②個人
こじん

情報
じょうほう

の保護
ほご

につ

いて

７　秘密
ひみつ

の保持
ほじ

と個人
こじん

情報
じょうほう

の保護
ほご

について

〇　事業者
じぎょうしゃ

及
およ

び事業者
じぎょうしゃ

の使用
しよう

するもの（以下
いか

「従業者
じゅうぎょうしゃ

」という。）は、

　サービス提供
ていきょう

をする上
うえ

で知
し

りえた利用者
りようしゃ

及
およ

び家族
かぞく

の秘密
ひみつ

を正当
せいとう

な理由
りゆう

　なく、第
だい

三者
３しゃ

に漏
も

らしません。

〇　また、その秘密
ひみつ

を保持
ほじ

する義務
ぎむ

は、サービス提供
ていきょう

契約
けいやく

が終了
しゅうりょう

した場

　合においても継続
けいぞく

します。

〇　事業者
じぎょうしゃ

は、従業者
じゅうぎょうしゃ

に業務上
ぎょうむじょう

知
し

り得
え

た利用者
りようしゃ

又
また

はその家族
かぞく

の秘密
ひみつ

を保持
ほじ

　させるため、従業者
じゅうぎょうしゃ

である期間
きかん

及
およ

び従業者
じゅうぎょうしゃ

でなくなった後
あと

においても、

　その秘密
ひみつ

を保持
ほじ

するべき旨
むね

を、従業者
じゅうぎょうしゃ

との雇用
こよう

契約
けいやく

の内容
ないよう

とします。

〇　事業者
じぎょうしゃ

は、利用者
りようしゃ

からあらかじめ文章
ぶんしょう

で同意
どうい

を得
え

ない限
かぎ

り、サービ

　ス担当者
たんとうしゃ

会議
かいぎ

等
とう

で使用
しよう

する等
とう

、他
た

の障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス事業者等
じぎょうしゃとう

に、

　利用者
りようしゃ

の個人
こじん

情報
じょうほう

を提供
ていきょう

しません。また、利用者
りようしゃ

の個人
こじん

家族
かぞく

の個人
こじん

情

　報についても、当該
とうがい

利用者
りようしゃ

の家族
かぞく

からあらかじめ文書
ぶんしょ

で同意
どうい

を得
え

ない

　限
かぎ

り、サービス担当者
たんとうしゃ

会議
かいぎ

で使用
しよう

する等
とう

、他
た

の福祉
ふくし

サービス事業者
じぎょうしゃ

等
とう

　に利用者
りようしゃ

の家族
かぞく

の個人
こじん

情報
じょうほう

を提供
ていきょう

しません。

〇　事業者
じぎょうしゃ

は、利用者
りようしゃ

及
およ

びその家族
かぞく

に関
かん

する個人
こじん

情報
じょうほう

が含
ふく

まれる記録
きろく

物
ぶつ

　、（紙
かみ

によるもののほか、磁気的記録
きろく

を含
ふく

む。）については、善良
ぜんりょう

な

　管理者
かんりしゃ

の注意
ちゅうい

をもって管理
かんり

し、また処分
しょぶん

の際
さい

にも第三者
だいさんしゃ

への漏洩
ろうえい

を防

　止するものとします。

〇　事業者
じぎょうしゃ

が管理
かんり

する情報
じょうほう

については、利用者
りようしゃ

の求
もと

めに応
おう

じその内容
ないよう

を

　開示
かいじ

することとし、開示
かいじ

の結果
けっか

、情報
じょうほう

の訂正
ていせい

、追加
ついか

または削除
さくじょ

を求
もと

め

　られた場合
ばあい

は、遅滞
ちたい

なく調査
ちょうさ

を行
おこな

い、利用
りよう

目的
もくてき

の達成
たっせい

に必要
ひつよう

な範囲内
はんいない

　で訂正
ていせい

を行
おこな

うものとします。

　事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が策定した「福祉事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵

守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

・窓口
まどぐち

担当
たんとう

者
しゃ

　　北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者
しゃ

保健
ほけん

福祉
ふくし

課
か

・電話
でんわ

番号
ばんごう

　　　０１１-２３１－８６１７



10　身分
みぶん

証
しょう

携行
けいこう

義務
ぎむ

　居宅
きょたく

介護
かいご

従業者
じゅうぎょうしゃ

は、常
つね

に身分
みぶん

証
しょう

を携行
けいこう

し、初回
しょかい

訪問
ほうもん

及
およ

び利用者
りようしゃ

又
また

は利用者
りようしゃ

の家族
かぞく

から提
てい

示
じ

を求
もと

められたときは、いつでも身分
みぶん

証
しょう

を提示
ていじ

します。

　①　サービス提供中
ていきょうちゅう

に、利用者
りようしゃ

に病状
びょうじょう

の急変
きゅうへん

が生
しょう

じた場合
ばあい

その他
た

必要
ひつよう

な場合
ばあい

は、速
すみ

やか

に主治医
しゅじい

の医師
いし

への連絡
れんらく

等
とう

を行
おこな

うなどの必要
ひつよう

な措置
そち

を講
こう

ずるとともに、利用者
りようしゃ

が

あらかじめ指定
してい

する連絡先
れんらくさき

にも連絡
れんらく

します。

　②　上記
じょうき

以外
いがい

の緊急時
きんきゅうじ

において、利用者
りようしゃ

に病状
びょうじょう

の急変
きゅうへん

が生
しょう

じた場合
ばあい

その他
た

必要
ひつよう

な場合
ばあい

に

下記
かき

の対応
たいおう

時間
じかん

内
ない

に連絡
れんらく

を受
う

けた際
さい

は、利用者
りようしゃ

の状況
じょうきょう

に応
おう

じて、必要
ひつよう

な対応
たいおう

を行い
おこない

ます。

　　連絡
れんらく

先
さき

：電話
でんわ

番号
ばんごう

　０１６５-３４-３９２２

　　　　　　２４時間
じかん

対応
たいおう

可能
かのう

９　事故
じこ

発生
はっせい

時
じ

の対応
たいおう

方法
ほうほう

　利用者
りようしゃ

に対
たい

する居宅
きょたく

介護
かいご

の提供
ていきょう

により事故
じこ

が発生
はっせい

した場合
ばあい

は、都道府県
とどうふけん

、市町村
しちょうそん

、利
とし

用
よう

者
しゃ

の家族
かぞく

等
とう

に連絡
れんらく

を行
おこな

うとともに、必要
ひつよう

な措置
そち

を講
こう

じます。

　また、利用者
りようしゃ

に対
たい

する居宅
きょたく

介護
かいご

の提供
ていきょう

により賠償
ばいしょう

がすべき事故が発生した場合には、損

害賠償を速やかに行います。

②個人
こじん

情報
じょうほう

の保護
ほご

につ

いて

８　緊急時
きんきゅうじ

の対応
たいおう

方法
ほうほう

について

〇　事業者
じぎょうしゃ

は、利用者
りようしゃ

からあらかじめ文章
ぶんしょう

で同意
どうい

を得
え

ない限
かぎ

り、サービ

　ス担当者
たんとうしゃ

会議
かいぎ

等
とう

で使用
しよう

する等
とう

、他
た

の障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス事業者等
じぎょうしゃとう

に、

　利用者
りようしゃ

の個人
こじん

情報
じょうほう

を提供
ていきょう

しません。また、利用者
りようしゃ

の個人
こじん

家族
かぞく

の個人
こじん

情

　報についても、当該
とうがい

利用者
りようしゃ

の家族
かぞく

からあらかじめ文書
ぶんしょ

で同意
どうい

を得
え

ない

　限
かぎ

り、サービス担当者
たんとうしゃ

会議
かいぎ

で使用
しよう

する等
とう

、他
た

の福祉
ふくし

サービス事業者
じぎょうしゃ

等
とう

　に利用者
りようしゃ

の家族
かぞく

の個人
こじん

情報
じょうほう

を提供
ていきょう

しません。

〇　事業者
じぎょうしゃ

は、利用者
りようしゃ

及
およ

びその家族
かぞく

に関
かん

する個人
こじん

情報
じょうほう

が含
ふく

まれる記録
きろく

物
ぶつ

　、（紙
かみ

によるもののほか、磁気的記録
きろく

を含
ふく

む。）については、善良
ぜんりょう

な

　管理者
かんりしゃ

の注意
ちゅうい

をもって管理
かんり

し、また処分
しょぶん

の際
さい

にも第三者
だいさんしゃ

への漏洩
ろうえい

を防

　止するものとします。

〇　事業者
じぎょうしゃ

が管理
かんり

する情報
じょうほう

については、利用者
りようしゃ

の求
もと

めに応
おう

じその内容
ないよう

を

　開示
かいじ

することとし、開示
かいじ

の結果
けっか

、情報
じょうほう

の訂正
ていせい

、追加
ついか

または削除
さくじょ

を求
もと

め

　られた場合
ばあい

は、遅滞
ちたい

なく調査
ちょうさ

を行
おこな

い、利用
りよう

目的
もくてき

の達成
たっせい

に必要
ひつよう

な範囲内
はんいない

　で訂正
ていせい

を行
おこな

うものとします。



12　連絡
れんらく

調整
ちょうせい

に対
たい

する協力
きょうりょく

13　他
た

の障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス事業者
じぎょうしゃ

との連携
れんけい

11　心身
しんしん

の状況
じょうきょう

の把握
はあく

　指定
してい

居宅
きょたく

介護
かいご

の提供
ていきょう

にあたっては、利用者
りようしゃ

の心身
しんしん

の状況
じょうきょう

、そのおかれている環境
かんきょう

、他
た

の

保健
ほけん

医療
いりょう

サービス又
また

は福祉
ふくし

サービスの利用
りよう

状況
じょうきょう

等
とう

の把握
はあく

に努
つと

めるものとします。

　居宅
きょたく

介護
かいご

事業所
じぎょうしょ

は、指定
してい

居宅
きょたく

介護
かいご

の利用
りよう

について市町村
しちょうそん

又
また

は相談
そうだん

支援
しえん

事業
じぎょう

を行
おこな

うものが

行
おこな

う連絡
れんらく

調整
ちょうせい

にできる限
かぎ

り協力
きょうりょく

します。

　指定
してい

居宅
きょたく

介護
かいご

の提供
ていきょう

に当
あた

り、市町村
しちょうそん

、他
た

の障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス事業者
じぎょうしゃ

及
およ

び保健
ほけん

医療
いりょう

サー

ビスまたは福祉
ふくし

サービスの提供
ていきょう

者
しゃ

と密接
みっせつ

な連携
れんけい

に努
つと

めます。

　①　指定
してい

居宅
きょたく

介護
かいご

の実施
じっし

ごとに、そのサービス提供
ていきょう

日
び

、内容
ないよう

、実施
じっし

時間数
じかんすう

及
およ

び利用者
りようしゃ

負
ふた

担
ん

額
がく

等
とう

を、サービス提供
ていきょう

の終了
しゅうりょう

時
じ

に利用者
りようしゃ

の確認
かくにん

を受
う

けることとします。また利用者の確
かく

認
にん

を受
う

けた後
あと

は、その控
ひか

えを利用者
りようしゃ

に交付
こうふ

します。

　提供
ていきょう

した指定
してい

居宅
きょたく

介護
かいご

に係
かかわ

る利用者
りようしゃ

及
およ

びその家族
かぞく

からの相談
そうだん

及
およ

び苦情
くじょう

を受
う

け付
つ

けるため

の窓口
まどぐち

を設置
せっち

します。（下表
かひょう

に記
き

す【事業者
じぎょうしゃ

の窓口
まどぐち

】のとおり）

　本
ほん

事業
じぎょう

所
しょ

では地域
ちいき

にお住
す

まいの方
かた

を第
だい

三者
３しゃ

委員
いいん

に選任
せんにん

し、地域
ちいき

住民
じゅうみん

の立場
たちば

から本
ほん

事業
じぎょう

所
しょ

に対
たい

する意見
いけん

などもいただいています。本
ほん

事業
じぎょう

所
しょ

への苦情
くじょう

や意見
いけん

は第三者
だいさんしゃ

委員
いいん

に相談
そうだん

する

ことこともできます。

14　サービス提供
ていきょう

の記録
きろく

　②　指定
してい

居宅
きょたく

介護
かいご

の実施
じっし

ごとに、サービス提供
ていきょう

実施
じっし

記録
きろく

表
ひょう

に記録
きろく

を行
おこな

い、利用者
りようしゃ

の確
かく

認
にん

を受
う

けます。

　③　これらの記録
きろく

はサービスの完結
かんけつ

日
び

から５年間
ねんかん

保存
ほぞん

し、利用者
りようしゃ

は事業者
じぎょうしゃ

に対
たい

して保
たもつ

存
そん

されるサービス提供
ていきょう

記録
きろく

の閲覧
えつらん

および複写
ふくしゃ

物
ぶつ

の交付
こうふ

を請求
せいきゅう

することができます。

15　苦情
くじょう

の受付
うけつけ



【市町村
しちょうそん

の窓口
まどぐち

】

　（剣淵町
けんぶちちょう

見城
けんじょう

福祉
ふくし

課
か

）

【事業者
じぎょうしゃ

の窓口
まどぐち

】

（事業者
じぎょうしゃ

の担当
たんとう

部署
ぶしょ

・窓口
まどぐち

の名称
めいしょう

）

所
しょ

 在
ざい

 地
ち

　上川郡
かみかわぐん

剣淵町
けんぶちちょう

仲町
なかまち

２８番
ばん

１号
ごう

電話
でんわ

番号
ばんごう

　０１６５－３４－３９２２

FAX番号
ばんごう

　 ０１６５－３４－３９８５

受付
うけつけ

時間
じかん

　８：１５～１７：００

担
たん

  当
とう

  者
しゃ

　大佐古
おおさこ

　明義
あきよし

　第三者による評価は実施していません。

15　第
だい

三者
３しゃ

による評価
ひょうか

の実施
じっし

について

所
しょ

 在
ざい

 地
ち

　札幌市
さっぽろし

中央区
ちゅうおうく

西
にし

２条
じょう

７丁目
ちょうめ

　　　　　かでる２．７

電話
でんわ

番号
ばんごう

　０１１－２０４－６３１０

【公的
こうてき

団体
だんたい

の窓口
まどぐち

】

北海道
ほっかいどう

福祉
ふくし

サービス運営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

（北海道社会福祉協議会）

所 在 地　上川郡剣淵町仲町２８番１号

電話番号　０１６５－３４－３９５５

受付
うけつけ

時間　８：１５～１７：００



　居宅
きょたく

介護
かいご

サービスの利用
りよう

にあたり、利用者
りようしゃ

に対
たい

して契約書
けいやくしょ

及
およ

び本
ほん

書面
しょめん

に基
もと

づいて、重要
じゅうよう

事項
じこう

の説明
せつめい

を行
おこな

いました。

　私
わたし

は、本
ほん

書面
しょめん

に基
もと

づいて事業者
じぎょうしゃ

から重要
じゅうよう

事項
じこう

の説明
せつめい

を受
う

け、居宅
きょたく

介護
かいご

サービスの提供
ていきょう

開
かい

始
し

に同意
どうい

しました。

　　　　　　　　　　　氏名
しめい

　　　　　　　　　　　　　　　㊞　（続柄
ぞくがら

　　　　　　）

（所
しょ

 在
ざい

 地
ち

）　　　北海道
ほっかいどう

上川郡
かみかわぐん

剣淵町
けんぶちちょう

仲町
なかまち

２８番
ばん

１号
ごう

（法
ほう

 人
じん

 名
めい

）　　　社会
しゃかい

福祉
ふくし

法人
ほうじん

　剣淵町
けんぶちちょう

社会
しゃかい

福祉
ふくし

協議会
きょうぎかい

令和
れいわ

　　　年
ねん

　　　月
がつ

　　　日
にち

【事
こと

 業
ごう

 者
もの

】

　

　　　　　　　　　　　氏名
しめい

　　　　　　　　　　　　　　　㊞

利用者
りようしゃ

の代理人
だいりにん

等
とう

　　　住所
じゅうしょ

 利
り

　　用
よう

　　者
もの

　　  　住所
じゅうしょ

（事業所
じぎょうしょ

名
めい

）　　　居宅
きょたく

介護
かいご

事業所
じぎょうしょ

　ホームヘルプセンター　つむぎ

　　　　　  説明者
せつめいしゃ

職
しょく

氏名
しめい

　　管理者
かんりしゃ

　　　　　　　　　 遠藤
えんどう

　　美穂
みほ

　　  ㊞


